
　消費税率引き上げに伴い、暫定的・臨時的な負担軽減の措置として「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨
時特例給付金」の申請受付を７月から行います。申請時期・方法など詳しくは「広報いなみ６月号」または
「稲美町公式ホームページ」をご覧ください。

●臨時福祉給付金
　対　象　平成26年度市町村民税（均等割）が課税されていない人
　　　　　※市町村民税が課税されている人の扶養親族等および生活保護制度の被保護者は除く。
　給付額　対象者１人につき10,000 円
　　　　　※老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、児童扶養手当などの受給者は5,000円加算対象
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「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」の申請受付を開始します「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」の申請受付を開始します「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」の申請受付を開始します

【住民税が課税されない所得水準の目安（非課税限度額）】
（給与所得者）

区　分

単身
夫婦

夫婦子１人
夫婦子２人

給与収入ベース

　　 ９３万円
１３７.８万円
１６８.３万円
２０９.９万円

（公的年金等受給者）

区　分

単身

夫婦

６５歳以上
６５歳未満
６５歳以上
６５歳未満

年金収入ベース

　 １４８万円
　　 ９８万円
１９２.８万円
　 １４７万円

※生活保護基準の３級地（稲美町）における非課税限度額

●子育て世帯臨時特例給付金
　対　象　臨時福祉給付金の支給対象外の人のうち平成26年１月分の児童手当（特例給付を含む。）の受給者で

あって、その平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない人
　給付額　児童１人につき10,000円

【児童手当の所得制限限度額】
区　分

（扶養親族等の数）
子１人（１人）

夫婦子１人（２人）
夫婦子２人（３人）

給与収入ベース

８７５.６万円
９１７.８万円
　 ９６０万円

★支給対象になる可能性がある人については、7月に申請書を郵送します。
問合先　地域福祉課　給付金専用ダイヤル　☎４９２－９２９０

介護保険に関するアンケート調査
にご協力ください

介護保険に関するアンケート調査
にご協力ください

介護手当の更新（新規）申請手続き介護手当の更新（新規）申請手続き介護手当の更新（新規）申請手続き
　現在、介護手当の支給を受けている人に更新申請の案内
を送付していますので、更新申請手続きをしてください。
新たに希望される人は、健康福祉課に申請してください。
◯重度心身障害者（児）介護手当
対象者　65歳未満の障害者（児）のうち、次の（1）または

（2）の人の介護者
（1）自宅で６カ月以上寝たきりの状態の身体障害者手帳

１級または２級の人
（2）自宅で６カ月以上寝たきりの状態の
　　  療育手帳A判定の人
支給額　月額10,000円
支払月　５月、８月、11月、２月
◯在宅老人介護手当
対象者　65歳以上の人で次の（1）または（2）の人のう

ち、介護保険の要介護３から５までの認定を受け
ている人の介護者

（1）自宅で６カ月以上寝たきりの状態などの人
（2）自宅で６カ月以上認知症の状態などの人
支給額　月額10,000円
支払月　５月、８月、11月、２月
●それぞれ認定基準がありますので、調査審査の結果、
手当の支給対象に該当しない場合もあります。
◎更新申請提出期限　７月11日（金）
◆問合先　健康福祉課  高年障害係　☎ 492-9137

　稲美町では、平成27年度から３年間を計画期間と
する「第６期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画」
を策定するにあたりアンケート調査を実施します。調
査票がお手元に届いた方は、ご協力をお願いします。
■調査対象者
①一般高齢者、要支援認定者実態調査
　要介護認定を受けていない65歳以上の高齢者
（要支援認定を受けている方も含む）1,500人
（無作為抽出）
②要介護認定者及び介護者実態調査
　要介護認定を受けている方のうち平成25年度中
に在宅サービスを利用した方300人（無作為抽出）
③介護保険サービス提供事業者調査
　全ての事業者
■実施方法等
　７月14日（月）に調査対象者の方に調査票を発送
します。ご回答のうえ、7月25日（金）までに同封の
返信用封筒で返送してください。
■問　合　先　健康福祉課　介護保険係　
　　　　　　　☎492-9139

と　き　８月3日（日）
ところ　西部隣保館　10：00～11：30
　　　　東部隣保館　13：30～15：00
講　師　生田　武志 氏（野宿者ネットワーク代表）
演　題　貧困を考える　～子どもの視点から～
＊両会場とも駐車場が少ないため、なるべく徒歩

または自転車等でお越しください。
問合先　西部隣保館　☎４９２－３１１９
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「隣保館人権講演会」を開催します「隣保館人権講演会」を開催します
どなたでも参加できます。申し込みはいりません。

小学校1年生から中学校3年生までの該当年齢の児童について支払った入院時の医療費の一部負担金（食事代や保険適用外の
費用は除く）は、地域福祉課に請求することにより返金されます。※払い戻し請求には、領収書・保険証・印鑑・通帳等が必要です。

65歳から69歳までの人のうち、世帯非課税
の人で年金収入を加えた所得が80万円以下
※世帯非課税とは、世帯内の全員に市町村
民税が課税されていないことです。

小学校就学前までの年齢に該当する乳幼児

小学校１年生から小学校３年生までの年齢
に該当する児童

小学校４年生から中学校3年生の年齢に該
当する児童

上記、重度障害者医療の対象者のうち、後
期高齢者医療制度に加入している人

母子家庭等で18歳到達後最初の３月31日
までの児童がいる人およびその児童

身体障害者手帳１・２級の人
療育手帳Ａ判定の人
精神福祉障害者手帳１級の人

福祉医療費助成制度についてお知らせします（７月１日現在）福祉医療費助成制度についてお知らせします

あり

なし

あり

あり

あり

老人医療

重度障害者医療

高齢重度障害者
医療

母子家庭等医療

乳幼児等

こども

※低所得者とは、市町村民税非課税世帯で世帯全員の前年中の年金収入が80万円以下もしくは年金収入を加えた所得が80万円以下の人です。

外来： 1日800円を限度に月2回まで　
入院：1割負担（月3,200円）
※長期入院（連続して3カ月を超える入院の場合）は、4カ月目以
降の一部負担金なし
外来、入院どちらも医療機関ごと
※低所得者は、外来：1日400円、入院：月1,600円になります。

外来：１日600円を限度に月２回まで　
入院：１割負担（月2,400円）
※長期入院（連続して３カ月を超える入院の場合）は、４カ月目以

降の一部負担金なし
外来、入院どちらも医療機関ごと
※低所得者は、外来：1日400円、入院：月1,600円になります。

対　象　者 一部負担金（自己負担額）所得制限

乳
幼
児
等
医
療

区　分

誕生日が昭和24年７月１日以降の人　２割

誕生日が昭和24年6月30日までの人　２割（区分Ⅰの人は１割）

一部負担金なし
外来：１日800円を限度に月２回まで　
入院：１割負担（月3,200円）
※長期入院（連続して３カ月を超える入院の場合）は、４カ月目以

降の一部負担金なし
外来、入院どちらも医療機関ごと
※低所得者は、外来：1日600円、入院：月2,400円になります。

　福祉医療費助成制度は、健康保険に加入している老人、障害者（児）、乳幼児等、母子家庭、父子家庭の人に、健康保険で
診療を受けた場合の自己負担額の一部を助成しています（※乳幼児等以外は所得制限があります）。
　７月１日から新しい受給者証になり、今までの受給者証は使えなくなります。所得判定の結果、継続して各福祉医療費助
成制度に該当する人には受給者証を郵送しています。福祉医療費助成制度は以下のとおりです。

問合先　地域福祉課福祉係　☎492-9136
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